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「中間取りまとめ」に対する意見の概要とそれに対する考え方 

 
 
番号 項 目 意見件数 意 見 概 要 意 見 理 由 考 え 方 
１ 背景について １件（個人） ＣＯ２は本当に下がっているの

か疑問あり。排出量の定義につい

て、確認を願いたい。 

環境省地球温暖化対策地域推進計画策定

ガイドラインによれば、自動車の活動量（走

行距離）は幹線道路のセンサス等で実走行距

離を把握し、燃費は１０・１５モードを用い

ることによりガソリン消費量を算出するこ

とになっている。実際のＣＯ２排出量とは全

く異なっている。一方で、ガソリンスタンド

が売ったガソリン量で算出している自治体

もあるようです。 

実用とかけ離れたモード燃費でＣＯ２削

減が検討されるのは問題である。 

我が国の自動車からのＣＯ２排出量は、

実際に使用された燃料消費量から算定して

いる。また、実際に、カタログ上のモード

燃費値の改善により、保有ベースの実走行

燃費が着実に改善している。乗用車のエネ

ルギー消費量は、乗用車の保有台数は増え

ているが、燃費の改善と１台当たり走行距

離が減少している結果、横ばいから微減で

推移している。このように、自動車単体の

燃費改善は、重要なＣＯ２対策の一つであ

ると認識している。 

２ １．対象となる範

囲【別添１】 

１件（産業

界） 

「電気自動車」、「プラグインハ

イブリッド自動車」についても対象

に追加して頂きたい。 

 現在複数のメーカーが２０１０年頃の販

売開始を目指して開発に取り組んでいるこ

とを明かにしており、目標年度が２０１５年

度であることから、時期的にも本中間取りま

とめの中に取り入れることが適正だと思わ

れる。経済性の面で高いハードルを越えるた

め負担のかかるメーカーにとって、燃費基準

の枠組みに取り入れられるならば開発に当

たっての大きな励みになる。 

 電気を燃料とする場合の燃費換算の方法

が定まっていないことが理由で直ちに枠組

みに入れるのが難しいという考えもあるが、

実行年度までに具体的な換算方法を定める

ことは十分可能ではないだろうか。 

 これらの車については、燃費換算の方法

のみならず、燃費の測定方法が確立されて

おらず現時点で対象に加えることはできな

い。しかしながら、これらの車が本格的に

普及する際には、燃費測定方法が確立され

ていることが望ましいと考えられることか

ら、その燃費測定方法について検討をすす

めていきたい。 

 加えて、市場での割合が小さいこと等か

らも、今回の燃費基準の対象とはしていな

いが、今後の出荷台数の推移等を踏まえつ

つ対象とすることが適当と判断されること

となった場合には、必要な検討を行いたい。 

 

 

３ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（１）目標年度【別

添２】 

１件（製造

事業者等） 

現行基準の目標年度から５年間

というのは開発のための期間とし

て必ずしも十分な期間ではなく、目

標達成は非常に挑戦的である。 

５年間という期間は、製造事業者等にとっ

てはモデルチェンジのインターバルよりも

短い場合がある。また、モデルミックスも独

特のものであるので、２０１５年度の燃費基

準は非常に高いハードルである。 

基準策定時である現時点から２０１５年

度までの約８年間で目標を達成することは

挑戦的であるが、この燃費基準が達成でき

るよう、政府としても政策的支援及び普及

啓発に努めていくとともに、各製造事業者

等の取組等に期待したい。 
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４ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（２）エネルギー

消費効率の測定方

法【別添３】 

２件（個人） モード燃費と実際の燃費の差が大

きいため、測定や表示方法を見直す

べき。 

実際の燃費は平均的に見て、１０・１５モ

ード燃費の０．６～０．７掛けであることは

ある程度共通認識。メーカーだけでなく、行

政、国民全ては、実際のＣＯ２対策を行わな

ければならないという考えに立てば、夏場の

Ａ／Ｃ負荷、冬場の暖機途上のロス、これを

解決していく技術が必要。 

   ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

エアコンやライトの影響、登坂路の影響を

燃費測定方法に加味すべきではないか。 

高速道路を走行した場合の燃費値も測定

すべきではないか。 

車両による燃費値のばらつきに対するチ

ェック、走行抵抗値の測定方法に対するチェ

ック、市場の使用過程車に対する抜き取り調

査による燃費変化に対するチェックを行う

べきではないか。 

 

エアコンやライトの影響、登坂路の影響

は、自動車ユーザーが様々な自動車の使い

方（エアコンの使用頻度が地域・季節や個

人によりことなること等）をしている中、

代表性がある適切な測定方法を設定するこ

とは困難である。このため、これらの影響

は加味されないものの、現在の自動車ユー

ザーの走行実態を考慮した公平な燃費測定

方法としてＪＣ０８モード法を採用（一般

道路と高速道路の両方を加味した走行モー

ド）し、同一条件下での車両間の燃費性能

の比較を容易にしている。一方で、エアコ

ンの使用等により実走行時の燃費値は変化

することは事実であるため、自動車ユーザ

ーに対しては適切な情報提供を行うととも

に、燃費測定方法についても今後の課題と

して検討していきたい。 

また、車両による燃費値のばらつきは、

それぞれの製造事業者等が品質管理計画に

より管理しており、走行抵抗値は、燃費の

審査時の対象になっている。なお、自動車

の使用過程における燃費変化は、自動車ユ

ーザーの自動車の使用方法により異なるも

のと考えられ、適切に評価をするのは困難

であるものの、今後の課題として検討して

いきたい。 

６ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（２）エネルギー

消費効率の測定方

法【別添３】 

１件（製造

事業者等） 

目標年度までＪＣ０８モードに

基づく燃費測定に加え、現行基準の

測定モードである１０・１５モード

が義務づけられていることから、２

種の燃費試験が必要となる可能性

がある。 

そのため、換算係数を使用するこ

とにより、１試験のみで済ませるよ

うにして頂きたい。 

 ダブルで試験を行うことによる無駄な資

源・エネルギーの節約、かつ２種の燃費値が

存在することによるユーザーの混乱を回避

するため。 

２０１０年度を最初の目標年度とする現

行燃費基準の達成状況を適切に評価するた

め、１０・１５モード燃費値が不可欠と考

えている。ただし、燃費値の審査時におい

ては、製造事業者等に過度な負担とならな

いよう、適切かつ効率的な運用を検討して

いきたい。 

７ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

１件（個人） 電気慣性を用いて、ＩＷ区分を世

界に先駆けて、１０ｋｇｆとすべ

き。 

軽量化努力をきちんと慣性に反映させる

ことは重要であるので、１１０ｋｇｆでは大

きすぎる。 

 自動車の燃費は、製造事業者等、審査機

関、研究機関等の様々な主体が、それぞれ

保有する試験施設で測定しているが、現在



 3

（２）エネルギー

消費効率の測定方

法【別添３】 

ＪＣ０８モードでは、加減速が多くなる分

けですから、慣性抵抗が燃費に与える影響は

１０・１５モードより大きくなる。それだけ

に、メーカーの努力は公平に評価すべきであ

ると考える。 

のところ、電気慣性が導入されている試験

施設は限られている。また、ＩＷ区分を１

０ｋｇとした場合は、燃費試験工数が極め

て膨大になるという問題もある。国際的に

は、国連欧州経済委員会規則（ＥＣＥ規則）

において、試験自動車重量に応じて概ね１

１０～１２０ｋｇ刻みでＩＷ区分が設定さ

れており、国際基準調和の観点から同様の

区分設定を行うこととした。 

８ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（３）燃費区分【別

添４：参考４－３】

１件（製造

事業者等） 

２０１５年度は、ポスト新長期排

出ガス規制基準をクリアしていな

ければならない。 

燃費基準対応と排出ガス規制対

応との両立が可能となるように考

慮して頂きたい。 

 ディーゼル車はＣＯ２削減のための一方

策となる技術である。その導入に際して、Ｈ

Ｃ規制がガソリン車と同等のＨＣ規制値で

あるならば可能であった特定排出ガス削減

技術の採用を困難なものとしている。 

今回の燃費基準の検討においては、０９

年排出ガス規制（ポスト新長期排出ガス規

制）による燃費影響についても考慮した上

で目標基準値の作成を行った。 

なお、０９年排出ガス規制のＨＣ規制値

は、現在適用されている新長期排出ガスの

ＨＣ規制値から特段強化されるものではな

い。 

９ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（４）目標基準値

１件（製造

事業者等） 

現時点で基準達成の目処は立っ

ていないものの、最重要課題である

地球温暖化対策として受け止め、新

たな目標に向かって引き続き技術

開発に努めていきたい。 

  

１０ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（４）目標基準値

１件（産業

界） 

車両重量区分毎の目標基準の他

に、自動車メーカー毎の「企業平均

ＣＯ２排出量／台」の基準を創生す

べきである。 

ＣＯ２削減を促し、地球環境保全を図るた

め。 

また、車両重量区分毎のトップランナー方

式では、重量増によるしり抜けを防ぐことが

できない。善意の行動を期待するのみである

から、歯止めを掛ける必要がある。 

トップランナー基準では、自動車の多様

性を維持し、様々なラインナップを持つ自

動車メーカーに公平な基準を設定するた

め、車両重量等による区分を設けている。

燃費性能は消費者が車を選択する際の重要

な要素であり、重量化して区分をまたぐこ

とになると基準は達成できたとしても燃費

値の絶対値が悪くなることから、必要以上

の重量化はメーカーにとっても不利益であ

ると考えられる。１９９９年のトップラン

ナー基準の策定後、乗用車全体の平均燃費

は年々改善しており、全体の重量も重くな

っていない。今後とも、状況を注視しつつ、

必要に応じて対策を検討していきたい。 

なお、自動車全体の出荷ベースの新車平

均燃費は毎年度公表している。 
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１１ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（５）表示事項 

１件（産業

界） 

自動車メーカー毎、及び／又は、

全自動車メーカーの全平均燃費、及

び／又は、ＣＯ２排出量を何らかの

形で公表する制度を設けるべき。 

燃費改善率は、区分毎の出荷台数比率が同

じと仮定しており、重い区分の比率が増加し

た場合には基準値を達成しても実質の燃費

改善が小さくなってしまう。 

自動車メーカー毎、及び自動車全体の燃費

改善率を見える形にすることで、消費者の意

識向上につながる。また、消費者に対して、

燃費改善率を見える形にすることで、企業努

力を促す効果が期待できる。 

 

１２ ２．製造事業者等

の判断の基準とな

るべき事項等 

（５）表示事項 

１件（産業

界） 

ｋｍ／Ｌと同時に、ＣＯ２排出量

として、ｇ－ＣＯ２／ｋｍも併記す

べきである。 

 地球環境保全のために、ＣＯ２排出量の削

減が分かるようにすべき。 

 自動車の燃料、駆動方法は多様化するた

め、走行距離当たりのＣＯ２排出量の表示が

最適である。 

自動車ユーザーにとって深く浸透してお

り、わかりやすいエネルギー消費効率の指

標としては、ＣＯ２排出量（g-CO2/km）よ

り、燃費値（km/L）であるため、カタログ

等においては燃費値を表示することとして

いる。なお、ＣＯ２排出量（g-CO2/km）に

ついては、既に国土交通省のＨＰなどで、

各車両毎の燃費値とともに公表している。 

 

１３ ３．省エネルギー

に向けた提言等

（１）政府の取組

１件（製造

事業者等） 

新燃費基準の達成に向けては、新

しい技術の導入と普及が重要であ

り、そのための促進策等、政策的な

支援が必要。 

 現行燃費基準の早期達成は、製造事業者等

の取組努力とグリーン税制によるインセン

ティブがうまく噛み合った結果。 

政府としても政策的支援及び普及啓発に

努めていく。 

 

１４ 渋滞による資源エネルギーの消

費対策についても、省エネルギーに

向けた提言に盛り込むべき。 

 交通施策の重要性についてはご指摘の通

りであることから、交通流の円滑化等によ

る実走行燃費の改善に努める旨、追記する。 

１５ 

３．省エネルギー

に向けた提言等

（１）政府の取組

２件（個人、

製造事業者

等） 

運輸部門の半分以上を占める

様々な交通施策についても定量的

に各施策の効果を把握しＰＤＣＡ

を回すことが重要である。 

京都議定書目標達成計画をより確実なも

のにするために。 

 

１６ ３．省エネルギー

に向けた提言等

（１）政府の取組

１件（個人）  アイドリングストップは、モード

のように負荷の軽状態では、それな

りに効果があると考えられが、実際

には、アイドリング以外で大きな負

荷があるためアイドリングストッ

プの効果は小さくなる。また実用性

もないので政府が推進する程のも

のでもなく削除すべきと考えられ

る。 

 アイドリングストップは、３０年ぐらい前

から販売されているため、全く先進性がな

く、政府が推進する程のものではない。 

 夏場、冬場のアイドリングストップは、冷

暖房上実用的ではないため、普及は難しい。

  

 アイドリングストップにより４～７％燃

費改善が見込まれ、また、特に都市内走行

における実走行燃費ではより大きな改善が

見込めることから重要であると考えてい

る。 
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１７ ３．省エネルギー

に向けた提言等

（２）製造事業者

等の取組 

１件（個人） 製造事業者等の取り組みにおい

て、燃費性能の優れた自動車の開発

を行っていくことに加え、積極的、

優先的に導入することについても、

追記すべき。 

省エネ対策のエンジン等早期に技術開発

がされているが、製品価格への反映、ユーザ

ーのコスト負担等により導入される車両が

限定され、市場普及率の向上に繋がらなかっ

たという反省がある。 

社会的責任においても製造事業者自ら負

担すべきものである。 

御指摘のとおり、修正することとする。 

 

１８ 基準達成の仕組み

について 

１件（個人） 同一車種の中で最も燃費の良い

グレードが基準を満たしていなか

ったら、重量違いのグレードが基準

を満足していてもそれを認めない、

という制約を追加したらどうだろ

うか。 

 重量を重くして、その結果燃費が悪化して

も燃費基準上達成している場合、国として燃

費の悪いクルマを推薦しているように見え、

またメーカーに対しても、重量を重たくして

燃費を悪くするインセンティブを与えるよ

うなものだ。 

燃費性能は消費者が車を選択する際の重

要な要素であり、重量化して区分をまたぐ

ことになると基準は達成できたとしても燃

費値の絶対値が悪くなることから、必要以

上の重量化はメーカーにとっても不利益で

あると考えられる。なお、１９９９年のト

ップランナー基準の策定後、乗用車全体の

平均燃費は年々改善しており、全体の平均

重量も重くなっていない。今後とも、状況

を注視しつつ、必要に応じて対策を検討し

ていきたい。 

１９ 自動車に関する規

制について 

１件（個人） 自動車単体の燃費を重量別に規

制し、基準を強化することは、問題

がある。取得税、自動車税、重量税

等を全て燃料税に置き換えるべき。

使用時のコストが減少することにより、他

の交通手段に対する自動車の優位性が向上

し、使用頻度が増え、渋滞が悪化し、公共交

通が衰退する、または、より重い車の割合が

増加する。 

メーカーの車両重量低減努力や、ユーザー

の軽量車への買い替えを否定しており、一方

的にメーカー及びユーザーへ燃費改善技術

開発コストを負担させている。 

運輸部門の約８割が自動車によるエネル

ギー消費であり、自動車の燃費改善は重点

的に取り組むべき重要な課題である。また、

多様な自動車の選択を可能にしつつ、省エ

ネルギーをすすめていくためには重量別の

規制は有効に機能するものである。 

なお、税体系の議論については、様々な

情勢を踏まえて検討すべき大きな課題であ

り、慎重に議論をしていくことが重要であ

る。 

 

 


